
人 権 擁 護 委 員

１２月４日から１０日は

『人権週間』です
みんなで築こう人権の世紀

～考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～

私
た
ち
は
、誰
も
が
「
明
る
く
幸
せ
に
暮
ら
し
た
い
」

「
人
間
ら
し
く
生
き
た
い
」
と
願
っ
て
い
ま
す
。「
人
権
」

は
、
こ
の
願
い
を
実
現
す
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な

い
基
本
的
な
権
利
で
す
。

「
人
権
の
世
紀
」
と
い
わ
れ
る
２１
世
紀
に
入
っ
て
か

ら
１０
年
が
経
過
し
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
に
私
た
ち
の
生

活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
人
権
侵
害
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
に
加
え
、
社
会
の
国
際
化
、
情
報
化
な
ど
が
進
み
、

複
雑
に
な
る
に
つ
れ
、
人
権
を
め
ぐ
る
課
題
も
さ
ら
に

多
様
性
を
増
し
て
い
ま
す
。

東
京
都
で
は
、
平
成
１２
年
１１
月
に
策
定
し
た
「
東
京

都
人
権
施
策
推
進
指
針
」
に
お
い
て
、
都
が
取
り
組
む

べ
き
重
要
な
人
権
課
題
を
次
の
と
お
り
定
め
、
人
権
施

策
を
進
め
て
い
ま
す
。

○
女
性
の
人
権

○
子
ど
も
の
人
権

○
高
齢
者

の
人
権

○
障
害
者
の
人
権

○
同
和
問
題

○

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
人
権

○
外
国
人
の
人
権

○

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
等
の
人
権

○
犯
罪
被
害
者
や
そ

の
家
族
の
人
権

○
そ
の
他
の
人
権
問
題
（
性
同

一
性
障
害
者
、
性
的
指
向
、
路
上
生
活
者
（
ホ
ー

ム
レ
ス
）、
刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
、プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
侵
害
な
ど
）

�
飾
区
で
も
、
平
成
１８
年
度
か
ら
２７
年
度
ま
で
の
１０

年
間
を
計
画
期
間
と
す
る
�
飾
区
基
本
計
画
に
お
い
て
、

理
念
に
「
人
権
・
平
和
」
を
掲
げ
、
す
べ
て
の
政
策
・

施
策
・
事
業
を
通
じ
て
「
互
い
の
人
権
を
尊
重
し
、
平

和
で
平
等
な
社
会
を
実
現
す
る
」
こ
と
を
明
確
に
し
ま

し
た
。

さ
ら
に
、
平
成
２０
年
３
月
に
は
「
�
飾
区
人
権
施
策

推
進
指
針
」
を
策
定
し
、
同
和
問
題
を
は
じ
め
と
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
啓
発
事
業

等
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

今
改
め
て
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
人
権
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
と
も
に
、
人
権
を
守
る
こ
と

の
大
切
さ
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の

人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
明
る
い
地
域
社
会
を
作
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
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（人権擁護委員はあなたの街の相談パートナーです。）「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界のすべ

ての人々とすべての国々とが達成すべき共通の基準として、昭和２３年（１９４８年）１２月
１０日の第３回国際連合総会において採択されました。
国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の１２月１０日を「人権デー」と
定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請
しています。
わが国でも、「１２月４日～１０日」を「人権週間」と定め、全国各地で人権に関する

さまざまなイベントが開催されています。

人権擁護委員をご存知ですか？人権擁護委員は、法

務大臣から委嘱され、皆さんの人権が侵害されないよ

うに見守り、もし、人権侵害があった場合はその相談

相手となります。また、人権意識の普及活動にも努め

ています。

現在、区内には１３名の人権擁護委員が活動しています。

毎月第一火曜日の午前１０時から午後３時まで、区役

所区民相談室において、人権擁護委員による「人権身

の上相談」を実施しています。個人の秘密は固く守り

ますので、人権侵害等でお悩みの方は、お気軽にご相

談ください。

人権週間記念講演会のお知らせ

「突然の別れと悲しみからの再生」
～世田谷事件・犯罪被害の現場から～

いり え あん

講 師 入江 杏さん（絵本作家）

日 時 平成２３年１２月１４日�
午後２時～４時（開場 午後１時３０分）

場 所 �飾区男女平等推進センター（ウィメンズパル内）
多目的ホール

対 象 区内在住・在学・在勤の方

入場料 無料・先着２００名（直接会場にお越し下さい）
※保育（要予約）、手話通訳、PC要約筆記、補聴システムあり
駐車場に限りがあるため、車でのご来場はご遠慮ください。

問い合せ・保育申し込み 人権推進課 TEL ５６５４－８１４８

FAX ５６９８－２３１５

●大竹由紀子
●長坂三重子
●友部 富司
●青木 秀樹
●齋藤 英子
●岡田 裕子
●石井 玲子

●岩田 敦子
●大橋 正春
●西村 孝一
●市川 正文
●板倉 東雄
●黒川 幹雄

※敬称略 平成２３年１１月現在

※「人権身の上相談」、人権擁護委員の詳細については、人権

推進課までお問い合わせください。

人権推進課 TEL ５６５４－８１４８

FAX ５６９８－２３１５

葛飾区総務部人権推進課
〒124‒0012 葛飾区立石５－２７－１ウィメンズパル内
☎5698‒2211　葛飾区HP  http://www.city.katsushika.lg.jp
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●男女平等推進センター
　企画講座から
●小室淑恵さん講演会
　おしらせ
●同和問題を考える

今号の主な内容

１面

４面

2·3面

●人権週間とは
●人権擁護委員

●好きをカタチにする
　進路選択のススメ
●女性に対する暴力
　 をなくす運動

葛飾区人権啓発紙葛飾区人権啓発紙
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こんにちは人権平成２３年（２０１１年）１２月５日 第4号（１）


